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佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店の募集について 

 

 

　時下、益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は佐川町の商工業の振興に関し 

多大なご協力を頂き、誠に有難うございます。 

　さて、佐川町では物価高騰による影響を緩和するとともに、町内における消費を目

的とし、町内の商店等で利用いただける佐川町物価高騰対応商品券を発行することと

いたしました。 

つきましては、佐川町民の皆様が町内多くの店舗で利用できるよう広く商品券の取

扱加盟店を募集します。 

是非ともご登録頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

　 

【特記事項】 

　・商品券の発行者は佐川町で、令和８年２月１日現在で、住民基本台帳に記載され

ている者に佐川町から直接、商品券を郵送します。 

　・商品券の換金については、佐川町から振込によりお支払いいたします。金融機関

において商品券を受け付けてから、ご入金までに一定期間（２０日程度）かかり

ます。 

 

 

 

【同封書類】 

　・佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店募集要項 

　・佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店登録申請書兼誓約書 

　・返信用封筒 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

■佐川町役場産業振興課 

　商工振興係（田村） 

TEL：２２-７７２４



佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店の募集について 

 

下記のとおり、佐川町物価高騰対策商品券の取扱加盟店を募集します。 

 

≪佐川町物価高騰対策商品券事業の概要≫ 

（１）商品券の名称　佐川町物価高騰対策商品券 

（２）発行者　　　　佐川町 

（３）対象者数　　　佐川町民 

（４）商品券の構成　１２，０００円（１冊：５００円×２４枚） 

　　　　　　　　　　※約１１，６００冊を配付 

（５）配付時期　　　令和８年２月下旬から随時発送 

（６）使用期間　　　令和８年３月１日（日）～令和８年６月３０日（火） 

（７）換金受付期間　令和８年３月２日（月）～令和８年７月２７日（月） 

※土日祝日は除く 

（８）換金受付場所　佐川町内の四国銀行・高知銀行・高知信用金庫・ 

高知県農業協同組合（佐川支所、斗賀野支所） 

※どの金融機関に持ち込んでいただいてもかまいません 

（９）換金方法　　　指定口座へ入金（振込） 

　　　　　　　※佐川町から指定口座へお振り込みいたします。換金請求いた

だいてから振り込みまで２０日程度お時間がかかります。ご了

承ください。 

 

≪取扱加盟店録申込方法≫ 

（１）申込方法 

参加を希望される事業者は、佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店募集要項

の内容に同意のうえ、「佐川町物価高騰対策商品券取扱加盟店登録申請書兼誓約

書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて佐川町役場産業振興課（商工

振興係）まで郵送又は持参してください。 

（２）提出書類等 

・佐川町物価高騰対商品券取扱加盟店登録申請書兼誓約書 

（３）募集締切日 

令和８年２月９日（月） 

※令和８年２月９日（月）までに登録された店舗は、商品券の配付とあわせて

同封する取扱加盟店一覧表に店舗名を掲載します。 

 


